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随 時 監 査 結 果 

（コミュニティバス運行対策費） 
 

第１ 監査の概要 
 

１）監査実施日 

   令和元年 10月 21 日 

 

２）監査の対象  

総務部 生活環境課 

（１） コミュニティバス運行対策費（運行費）補助金 

（平成 29年度、平成 30年度） 

（２）コミュニティバス運行対策費（施設整備費）補助金 

（平成 29年度、平成 30年度） 

 

第２ 監査の着眼点 
   監査の対象とする湖南市から交付された補助金等が、適正かつ効率的に執行されて

いるかについて、担当部局に次の点に着眼し監査を実施した。 
① 補助の目的・基準は、規則・要綱などにより明確に定められているか。 
② 補助団体に対する指導・監督は適切に行われているか。 
③ 補助金の交付手続きは適正か、また、交付時期は適切か。 
④ 補助事業は目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか。 
⑤ 補助金に係わる収支の会計処理は適正に行われているか。 



 

 
 

第３ 補助金の額  

（１）コミュニティバス運行対策費（運行費）補助金 
（平成 29 年度 72,080,000 円、平成 30 年度 79,546,000 円） 

＜運行費補助金＞ 
 補助対象経費は、地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通路線であるコミュニテ

ィバス路線で、市長が認める路線の補助対象期間における輸送欠損額とする。 
   補助対象事業者：滋賀バス株式会社 

 
＜平成 29 年度補助金実績＞ 

科  目 
上  期 

H29.4.1～H29.9.30 
下  期 

H29.10.1～H30.3.31 
合  計 

運送契約額 (1) 65,304,000 62,830,000 128,134,000 
経常収益 (2) 28,767,864 27,285,491 56,053,355 
計 (1)－(2) 36,536,136 35,544,509 72,080,645 

補助金の額 
(千円未満切捨) 

 36,536,000 35,544,000 72,080,000 

 
＜平成 30 年度補助金実績＞ 

科  目 
上  期 

H30.4.1～H30.9.30 
下  期 

H30.10.1～H31.3.31 
合  計 

運送契約額 (3) 66,972,000 66,801,746 133,773,746 
経常収益 (4) 27,992,376 26,234,713 54,227,089 
計 (3)－(4) 38,979,624 40,567,033 79,546,657 

補助金の額 
(千円未満切捨) 

38,979,000 40,567,000 79,546,000 

 
 
（２）コミュニティバス運行対策費（施設整備費）補助金 

（平成 29 年度 69,000 円、平成 30 年度 536,000 円） 
＜施設整備費補助金＞ 
 補助対象施設は、コミュニティバス路線の運行に必要な施設整備に係る経費に係る実

費及び実購入費とする。 
 補助対象事業者：滋賀バス株式会社 

 
 
 



 

 
 

＜平成 29 年度補助金実績＞ 

施設等の名称 規模・構造等 
整備・購入 
経   費 

合  計 

車内施設整備 車椅子用携帯スロープ板 69,500 69,500 
補助金の額 
(千円未満切捨) 

 69,000 69,000 
 

 
＜平成 30 年度補助金実績＞ 

施設等の名称 規模・構造等 
整備・購入 
経   費 

合  計 

車外表示整備 行先方向幕２台分 358,722  358,722 
停留所等整備 バス停施設・表示シール 177,660  177,660 
  計  536,382 536,382 
補助金の額 
(千円未満切捨) 

  536,000 
 

536,000 
 

 
第４ 監査の結果 

 監査の着眼点に留意し、出納及びその他の出納に関する事務について関係書類を監査

した結果、補助金は交付目的どおりおおむね適正に執行されているものと認められる。 
コミュニティバス運行については、利用者の増加につながる有効な運行路線を検討さ

れ、収益率のアップやコスト削減についての対策がなされているところである。しかし

交通弱者といわれる高齢者や障がい者、生徒児童等が利用する主に福祉目的の収益性が

上がらない路線もある。さらなる経費節減を視野に入れた対策をされたい。 
また平成 29 年度に車両借上費の算出基礎に当てはまらない経過年数の長い車両が含

まれていたが、令和元年度より車両購入時から耐用年数内での減価償却費分を支出する

という方針へ変更し、車両借上費の計上をなくした努力は見受けられる。 
 


